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顕 検 に を し
微 査 納 受 、
鏡 手 付 け そ
検 数 し た の
査 料 な 者 承
手 の け は 認
数 額 れ 、 を

一 と め 大 学
条 し る 学 医
の た と 医 学
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、 委 に 組 等 委
平 員 定 織 専 員
成 会 め 、 門 会
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一 ◇
１ こ の 一 北
と 改 北 趣 部 海 こ

北 と 正 海 旨 を 道 の
海 し に 道 及 改 ウ 規
道 た 伴 ウ び 正 タ 則
立 。 い タ 内 す リ は
道 、 リ 容 る 子 、

北 海

二 一 ◇ 三
た 改 低

施 め 東 趣 正 開 こ 施
行 、 京 旨 す 発 の 行
期 こ 事 及 る 地 規 期
日 の 務 び 規 域 則 日
規 所 内 則 工 は
則 税 容 業 、
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二
２ １ と

た の て 内 と 北
に 道 減 い 地 容 も 海
設 税 免 る 域 に 道
け 収 措 も 住 、 税
る 入 置 の 民 併 条
こ の を の の せ 例
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旨 道 の 行 則 海 旨 道
税 規 期 を 道 及 職
条 則 日 制 職 び 員
例 は 定 員 内 倫
施 、 す の 容 理

号

三

こ 施 引 平
の 行 き 成
規 期 上 十
則 日 げ 四
は る 年
、 こ 三

民 次 子 条 弟 公
活 に 弟 例 大 布
動 掲 大 の 学 の
セ げ 学 施 等 日
ン る 等 行 修 か
タ 規 修 に 学 ら
ー 則 学 伴 資 施
条 に 資 う 金 行
例 つ 金 関 等 す
施 い 等 係 貸 る
行 て 貸 規 付 こ
規 規 付 則 条 と
則 定 条 の 例 と

（
を 務 規 開 一
制 課 則 発 部
定 の 第 地 の
す 廃 二 区 規
る 止 十 等 定
こ に 一 に を
と 伴 号 お 除
と い ） け き
し 、 る 公
た 課 道 布
。 税 税 の
免 の 日
除 課 か

と 確 講 運 生 て の
と 保 ず 行 活 規 改
し に る の に 定 正
た 係 こ 用 必 の に
る と に 要 整 伴（

第 執 と 供 な 備 い
二 行 し す 路 を 、
十 体 た る 線 行 自
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条 を 附 般 輸 た 車
第 強 則 乗 送 め 税
四 化 第 合 人 、 及
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行 平 る 公 規
規 成 こ 務 則
則 十 と 員 の
の 四 と 倫 一
一 年 し 理 部
部 四 た に を
を 月 。 関 改
改 一 す 正
正 日 る す
す か 条 る
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規 施 等 則
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三 を 北 関 海
年 行 海 す 道
北 う 道 る 立
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北 九 北
海 十 海
道 七 道

立 立 立 立 い 看 内 走
紋 釧 旭 網 て 護 容 高
別 路 川 走 規 学 等
高 高 高 高 定 院 看
等 等 等 等 の 条 護
看 看 看 看 整 例 学
護 護 護 護 備 の 院
学 学 学 学 を 改 学
院 院 院 院 行 正 則
学 学 学 学 う に 等
則 則 則 則 た よ の

め り 一（ （ （ （
昭 昭 昭 昭 、 学 部

は 五 立 立 い 衛 内
、 十 衛 衛 て 生 容
平 二 生 生 規 学
成 号 学 学 定 院
十 ） 院 院 の 条
四 等 学 整 例
年 看 則 備 の
四 護 を 改（
月 職 昭 行 正
一 員 和 う に
日 課 三 た よ
か 程 十 め り
ら 修 七 、 学

改 生 は 規 職 五 立
正 学 、 則 員 十 衛
す 院 公 第 看 二 生
る 学 布 百 護 号 学
規 則 の 十 婦 ） 院
則 及 日 号 養 等
び か ） 成 看（

規 北 ら 修 護
則 海 施 学 職
第 道 行 資 員
二 立 す 金 課
十 衛 る の 程
四 生 こ 償 修

規 産 内 の 生 は
則 婦 容 償 学 、
に 看 還 院 平
つ 護 の 等 成
い 婦 免 看 十
て 法 除 護 四
規 の に 職 年
定 一 関 員 四
の 部 す 課 月
整 改 る 程 一
備 正 条 修 日
を に 例 学 か
行 伴 施 資 ら
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ウ ） タ
タ リ
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総 弟
合 大
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年 制 寒 第 地 は
三 定 地 二 住 、

北 海

二 一 ◇ 三
の 北

施 整 北 趣 海 こ 施 こ
行 備 海 旨 道 の 行 と
期 を 道 及 屋 規 期 と
日 行 美 び 外 則 日 し
う し 内 広 は た
た い 容 告 、

道 公 報

４ ３
術 木 学 四 る 止
専 施 定 十 道 こ 道 す
門 工 員 人 立 と 立 る
学 管 三 か 滝 と 札 こ
院 理 十 ら 川 し 幌 と
の 科 人 三 高 た 高 と

号外第

二 一 ◇
２ １ 制 北
関 売 内 定 道 趣 海

道 係 シ 道 容 す 立 旨 道
立 ） ス 立 る 高 立
札 。 テ 札 こ 等 高
幌 ム 幌 と 技 等
高 科 高 と 術 技

号

二
５

こ 施
の 行 北
規 期 海
則 日 道
は 立
、 江

月 す 住 十 宅 平
二 る 宅 八 都 成
十 こ 都 号 市 十
九 と 市 ） 研 四
日 と 研 究 年

し 究 所 四
た 所 設 月
。 条 備 一
例 使 日

金 の 用 か
改 及 ら

曜 正 び 施
に 依 行

（
め 景 物 平 別
、 観 条 成 表
こ の 例 十 第
の く 施 四 一
規 に 行 年 関
則 づ 規 四 係
を く 則 月 ）
制 り の 一 。
定 条 一 日
す 例 部 か
る 及 を ら
こ び 改 施
と 職 正 行

金 か 十 等 等 し（ （
属 普 ら 人 技 別 技 た
加 通 短 に 術 表 術 （
工 課 期 、 専 第 専 別
科 程 課 同 門 一 門 表
一 程 学 学 関 学 第（

普 年 一 院 院 係 院 一
通 ） 年 の の ） の 関
課 を 入 エ 建 。 ブ 係
程 入 学 ク 築 ロ ）
一 学 定 ス 科 ッ 。
年 定 員 テ ク（
） 員 二 リ 普 建

等 等 し 専 術（
技 普 技 た 門 専
術 通 術 。 学 門
専 課 専 院 学
門 程 門 の 院
学 二 学 訓 運
院 年 院 練 営
の 、 の 科 規

入 販 の 則
学 売 転 の

事 定 管 換 一
務 員 理 、 部
科 二 科 廃 を

平 差
成 高
十 等
四 看
年 護
四 学
月 院
一 学
日 則
か （
ら 平
施 成
行 十

日 伴 頼 す
い 試 る
、 験 こ
所 等 と
要 に と
の 関 し
改 す た
正 る 。
を 規
行 則
う の
こ 一
と 部
と を

と 業 す す
し 能 る る
た 力 規 こ
。 開 則 と
発 と（
促 規 し
進 則 た
法 第 。
等 二
の 十
改 七
正 号
に ）
伴

を 三 十 ア 通 築
入 十 人 技 課 科
学 人 に 術 程 を
定 か 、 科 一 エ
員 ら 道 を 年 ク
三 二 立 普 、 ス
十 十 網 通 短 テ
人 人 走 課 期 リ
か に 高 程 課 ア
ら 、 等 一 程 技
二 道 技 年 一 術
十 立 術 短 年 科
人 苫 専 期 ） に
に 小 門 課 を 名

十 止 改（ （
普 人 普 等 正
通 ） 通 を す
課 に 課 行 る
程 転 程 う 規
一 換 一 こ 則
年 す 年 と （
、 る 、 と 規
入 こ 入 す 則
学 と 学 る 第
定 と 定 た 二
員 し 員 め 十
三 た 三 、 六
十 十 こ 号（

す 年
る 北
こ 海
と 道
と 規
し 則
た 第
。 三

十
七
号
）

す 改
る 正
た す
め る
、

一 ◇ 二 一
北 経

趣 海 こ 施 営 北 趣
旨 道 の 行 安 海 旨
及 屋 規 期 定 道 及
び 外 則 日 条 漁 び

い
、
規
定

◇ 二 一 ◇
北 止 北
海 こ 施 す 北 趣 海 こ
道 の 行 る 海 旨 道 の
漁 規 期 こ 道 及 林 規
業 則 日 と 林 び 業 則

変 牧 学 程 入 称
更 高 院 一 学 変
す 等 の 年 定 更
る 技 土 入 員 す

二 一 ◇ 二
を 北 規

施 廃 北 趣 海 こ 施 則
行 止 海 旨 道 の 行 を
期 す 道 及 水 規 期 廃
日 る 水 び 産 則 日 止

人 別 人 の ）
） 表 ） 規
を 第 を 則
廃 一 販 を

一 ◇ 三
北 ４ ３

北 趣 海 こ 施 の に
海 旨 道 の 行 そ 使 二 必
道 及 職 規 期 の 用 関 要
職 び 業 則 日 他 料 係 な

２ １
様

建 式 研
築 関 究
基 係 所

内 広 は 例 業 内
容 告 、 施 及 容
物 公 行 び
審 布 規 水
議 の 則 産
会 日 を 加
規 か 廃 工
則 ら 止 業
を 施 す 経
廃 行 る 営
止 す こ 安
す る と 定
る こ と 条

及 は と 業 内 振 は
び 、 す 振 容 興 、
水 公 る 興 審 公
産 布 た 審 議 布
加 の め 議 会 の
工 日 、 会 条 日
業 か こ 条 例 か
経 ら の 例 施 ら
営 施 規 の 行 施
安 行 則 廃 規 行
定 す を 止 則 す
条 る 制 に を る
例 こ 定 伴 廃 こ

こ 産 内 業 は す
と 業 容 振 、 る
と 振 興 平 こ
す 興 審 成 と
る 審 議 十 と
た 議 会 四 す
め 会 条 年 る
、 条 例 四 た
こ 例 施 月 め
の の 行 一 、
規 廃 規 日 こ
則 止 則 か の
を に を ら 規

業 内 能 は 所 及 ） 評
能 容 力 、 要 び 。 価
力 開 平 の 手 の
開 発 成 改 数 申
発 審 十 正 料 請
審 議 四 を の の
議 会 年 行 額 手
会 条 四 う を 続
条 例 月 こ 改 に
例 施 一 と 定 関
の 行 日 と す し
廃 規 か し る 必
止 則 ら た こ 要

準 ） の
法 。 名
第 称
六 等
十 に
八 つ
条 い
の て
二 規
十 定
六 の
第 整
三 備

規 と す 例
則 と る の
し た 廃（

規 た め 止
則 。 、 に
第 こ 伴
三 の い
十 規 、
三 則 北
号 を 海

三 ） 制 道
定 漁
す 業
る 及

施 と す い 止 と
行 と る 、 す と
規 し こ 北 る し
則 た と 海 規 た
を 。 と 道 則 。
廃 し 林 （
止 た 業 規
す 。 振 則
る 興 第
規 審 三
則 議 十

会 一（
規 条 号
則 例 ）

制 伴 廃 施 則
定 い 止 行 を
す 、 す す 制
る 北 る る 定
こ 海 規 こ す
と 道 則 と る
と 水 と こ（
し 産 規 し と
た 業 則 た と
。 振 第 。 し
興 三 た
審 十 。
議 号
会 ）

に を 施 。 と な
伴 廃 行 と 事
い 止 す し 項
、 す る た は
北 る こ 、（
海 規 と 別 知
道 則 と 表 事
職 し 関 が（
業 規 た 係 定
能 則 。 ） め
力 第 。 る
開 二 こ
発 十 と
審 九 と

項 を
に 行
規 う
定 こ
す と
る と
構 し
造 た
方 （
法 第
等 一
の 条
認 、
定 第

こ び
と 水
と 産
し 加
た 工
。 業

第 施
三 行
十 規
二 則
号 を
） 廃

条
例
施
行
規
則

議 号 し
会 ） た
条 （
例 第
施 三
行 条

の 八
た 条
め 及
の び
審 別
査 記



第 ３ ２
一 掌 三 長（

く 事 条 専 の 政 政
。 基 項 門 決 策 策
） は 政 委 す 評 評本
に 、 策 員 る 価 価評
関 政 評 会 と 委 委価
す 策 価 ） こ 員 員等
る 評 委 ろ 会 会専

北 海

第 第 北
二 委 い 一 海（ （
条 会 員 う 条 趣 道
議 会 。 旨 北 規

政 ） 」 ） こ ） 海 則
策 と 第 の 道 第
評 い 十 規 政 十
価 う 九 則 策 七
委 。 条 は 評 号

道 公 報

北
平 海
成 道 こ
十 政 の
四 策 規
年 評 則
三 価 は
月 委 、

号外第

二 一 ◇ 二
定 員 北

施 す 北 趣 会 海 こ 施
行 る 海 旨 規 道 の 行
期 こ 道 及 則 地 規 期
日 と 地 び 第 方 則 日
と 方 内 二 警 は
し 警 容 号 察 、

号

議 北
会 海 北 平
規 道 海 成
則 美 道 十
を し 美 四
廃 い し 年
止 景 い 三

こ 価 員 に の は門
と 委 会 よ 会 、委
。 員 に る 議 委員

会 、 。 の 員会
の 次 議 の
所 の 事 二基
掌 各 は 分本
事 号 、 の評
項 に 出 一価 の 掲 席 以及 う げ し 上び ち る た が分 、 専 委 出野

員 ） 及 、 価
会 の び 北 委
の 組 第 海 員
会 織 二 道 会
議 及 十 政 規
は び 条 策 則
、 運 の 評
会 営 規 価
長 に 定 条
が 関 に 例
招 し 基 （
集 必 づ 平
す 要 き 成

二 員 平
十 会 成規
九 規 十
日 則 四
を 年
こ 四
こ 月
に 一
公 日
布 か
す ら
る 施
。 行

た 察 ） 職 平
。 職 員 成
員 の 十
の 組 四
組 織 年
織 別 四
別 定 月
定 員 一
員 に 日
の 関 か
配 す ら
分 る 施
を 規 行

す 観 景 月
る の 観 二
こ く の 十
と に く 九
と づ に 日
し く づ
た り く
。 審 り
議 条
会 例 金
に の
統 一 曜
合 部

当 門 員 席別 該 委 の し評 各 員 過 な価 号 会 半 け
に を 数 れ（

公 定 置 で ば
共 め き 決 、
事 る 、 し 会
業 事 こ 、 議
評 項 れ 可 を
価 と ら 否 開
及 す の 同 く
び る 専 数 こ
研 。 門 の と

る な 、 十
。 事 北 四

項 海 年
を 道 北
定 政 海
め 策 道
る 評 条
も 価 例
の 委 第
と 員 一
す 会 号
る 。（
。 以 以
下 下

す
る
こ

則 と
と

北 し
海 た
道 。
知
事

堀

改 則 す
定 の る
す 一 こ
る 部 と
こ を と
と 改 し
と 正 た
す す 。
る る
た 規
め 則
、 （
こ 北
の 海

さ 改 日
れ 正
た に
こ よ
と り
に 、
伴 北
い 海
、 道
北 屋
海 外
道 広
屋 告
外 物

究 委 と が
評 員 き で
価 会 は き
を の 、 な
除 所 会 い

。

２ 第 の
ろ 一 第 一 札（

前 に 条 宿 一 部 幌
項 よ の 泊 条 を 医 札
の り 三 施 の 次 科 幌
規 、 設 二 の 大 医
定 利 条 の の よ 学 科

「 「
政 条
策 例
評 」
価 と

北
海 札 こ 政
道 平 幌 の 策
規 成 医 規 附 評
則 十 科 則 価
第 四 大 は 則 委
十 年 学 、 員

達

也

第 第
五 説 る 四 三 二（ （
条 会 明 と 条 資
長 の 認 料 条 条

こ へ 依 め 会 の 例 例
の の 頼 る 長 提 第 第
規 委 そ と 又 供 二 十

規 道
則 公
を 安
制 委

８ ７ ６ ５ ４ ３
一 っ
て 第 前 副 委 委 専

条 政 一 条 委 員 員 門
例 策 項 第 員 長 長 委
第 評 の 二 長 は 及 員
四 価 規 項 は 、 び 会

広 審
告 議
物 会
審 が

２
三 二

専
門 研 公
委 究 共
員 評 事
会 価 業

に 用 例 利 次 う 医 大
よ の 第 用 に に 学 学
る 申 一 ） 次 改 部 医
利 請 条 の 正 附 学
用 を の 一 す 属 部
の し 規 条 る 病 附
承 、 定 を 。 院 属
認 そ に 加 使 病
を の よ え 用 院
受 承 り る 料 使
け 認 宿 。 条 用
た を 泊 例 料
者 受 施 施 条

八 三 医 平 会
号 月 学 成 に

二 部 十 諮
十 附 四 っ
九 属 年 て
日 病 四 定
院 月 め
使 一 る
用 日 。
料 か
条 ら
例 施
施 行

則 任 の き は 等 十 五
に ） 他 は 委 ） 一 条
定 の 、 員 条 第
め 協 当 長 第 二
る 力 該 は 一 項
も を 議 、 項 に
の 求 事 政 の 規
の め に 策 規 定
ほ る 係 評 定 す
か こ る 価 に る
、 と 関 委 よ 政
政 が 係 員 り 策
策 で 者 会 議 評

条 委 定 及 、 当 副 に
に 員 に び 委 該 委 委
定 会 よ 第 員 専 員 員
め の り 三 長 門 長 長
る 議 専 項 を 委 は 及
基 決 門 の 補 員 、 び
本 と 委 規 佐 会 当 副
方 す 員 定 し の 該 委
針 る 会 は 、 事 専 員
に 。 が 、 委 務 門 長
関 た 所 専 員 を 委 を
す だ 掌 門 長 掌 員 置
る し す 委 に 理 会 く

に 専 評
属 門 価
す 委 専
べ 員 門
き 会 委
委 員
員 研 会
及 究
び 評 公
参 価 共
与 に 事
は 関 業
、 す 評

は け 設 行 例
、 な を 規 施
当 け 利 則 行
該 れ 用 規（
利 ば し 昭 則
用 な よ 和 の
の ら う 三 一
承 な と 十 部
認 い す 二 を
を 。 る 年 改
受 者 北 正
け は 海 す
た 、 道 る
期 学 規 規

行 す
規 る
則 。
の
一
部
を

北 改
海 正
道 す
知 る
事 規

則
堀 を

評 き 、 又 会 価
価 る 学 は に の
委 も 識 専 提 制
員 の 経 門 出 度
会 と 験 委 す の
の す を 員 る 在
運 る 有 会 政 り
営 。 す の 策 方
に る 調 評 に
関 者 査 価 関
し 等 審 の す
必 に 議 結 る
要 対 に 果 こ
な し 当 に と

こ 、 る 員 事 す に 。
と 次 事 会 故 る 属
。 に 項 の が 。 す
掲 に 会 あ る
げ つ 議 る 委
る い に と 員
事 て 準 き が
項 は 用 は 互
に 、 す 、 選
つ 当 る そ す
い 該 。 の る
て 専 職 。
は 門 務
、 委 を

会 る 価
長 こ に
が と 関
指 。 す
名 る
す こ
る と
。 。

四

間 長 則 則
に が 第
係 定 四
る め 十
宿 る 五
泊 と 号
施 こ ）

こ
こ
に

達 公
布

也 す
る
。

事 、 た 関 。
項 資 り す
は 料 、 る
、 の 必 こ
会 提 要 と
長 供 が 。
が 、 あ

こ 員 代
の 会 理
限 の す
り 議 る
で 決 。
な を
い も
。



平
成
十
四
年
三 」

北 海

別
記
第
三
号
様
式
中

道 公 報

を 北
別 北 海「

新 記 海 道
株 第 道 北 規
予 二 職 海 則
約 号 員 道 第
権 様 倫 職 十
証 式 理 員 九
券 中 規 倫 号

号外第

め 表
北 こ る 別 病

平 海 の 。 記 理
成 道 規 附 第 組
十 職 則 一 織
四 員 は 則 号 顕
年 倫 、 様 微
三 理 平 式 鏡
月 規 成 の 検

号

３
別 設
表 前 の
病 二 使
理 項 用
組 に 料
織 規 を
迅 定 当
速 す 該

月
二
十
九 に 税

日 改
め 株商

る 式品

。

の物

等先

金

引
取

曜 の
雑 事

雑

を 課税
等土短長

式

長株分離課

期期 地 の

期
事

等

譲

事

業

譲譲 ・雑の 渡

・ 事

譲業

渡渡 渡 所

譲

雑 所業

又 則 理「 「
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道る員学

職条看資

員

衛 衛 産「
看 生 第 生 婦 第 第
護 士 六 学 科 五 四
学 科 条 科 」 条 条
科 及 第 」 を 中 の
」 び 二 に 二

和 正 七
四 ） 年
十 北
六 海
年 道

科 を
第 」 第 五 四 三 二「
四 に 二助
条 、 条 臨 歯 看 助産
中 中 床 科 護 産学「
臨 検 衛 学 学科

員 る 護
看 達 。 婦
護 養
婦 也 成
養 修

第
２ に 一 （

一 第 改 条 北
前 一 正 海 則 北

地 項 条 す 北 道 の 海
域 の の る 海 立 一 道
看 専 二 。 道 衛 部 立

、 さ 」

当 れ
分 て に
の い 改
間 る め

北 一
海 部 北 例 て 償
道 平 を 海 施 は 還
規 成 改 道 行 、 の
則 十 正 立 規 同 免
第 四 す 衛 則 条 除
二 年 る 生 の の に

料

タ資 資
ンー ー

セタ タ
料ー

２ １

こ こ
の の 附
規 規
則 則 則
の は「 「

に 臨 項 、 助 掲 第
改 床 中 産 げ 一「
め 検 臨 学 る 号「
る 査 保 床 科 科 た
。 技 健 検 」 」 だ
師 婦 査 に を し
科 科 技 、 書「
」 及 師 掲 中「
を び 科 看 げ 「
助 」 護 る 看「

歯 産 を 婦 学 護
科 婦 科 科 婦「
衛 科 臨 」 」 科

「 「
各 床 各 査 生 科 科」
科 検 科 学 学に
」 査 」 科 科、
を 技 を「
師 看「 「

各 科 各護
学 」 学婦
科 を 科科
」 」」「
に 臨 にを
改 床 、「め 検 看 「
る 査 保護

護 門 第 立 生 を 衛
学 課 二 衛 学 改 生
科 程 項 生 院 正 学
に を 学 学 す 院
は 次 院 則 る 学
、 の 学 の 規 則
次 よ 則 一 則 及
の う 部 び（
学 に 昭 改 北
科 改 和 正 海
を め 三 ） 道
置 る 十 立
く 。 七 衛

十 三 規 学 規 規 関
四 月 則 院 定 定 す
号 二 を 学 に に る

十 こ 則 か よ 条
九 こ 及 か る 例
日 に び わ 改 施
公 北 ら 正 行
布 海 ず 後 規
す 道 、 の 則
る 立 当 北 の
。 衛 分 海 規
生 の 道 定
学 間 職 に

施 、
行 公
の 布
際 の
現 日
に か
第 ら
二 施
条 行
の す
規 る
定 。
に

生 」 床 を に 教
学 を 検 、 育「
科 査 看 課「 「
及 地 学 護 保 程
び 域 科 学 健 」
臨 看 」 科 婦 を
床 護 に 」 科 「
検 学 改 に 」 看
査 科 め 、 を 護

一 学 及 る 学「 「
一 科 び 。 歯 地 科

」 助 科 域 教
に 産 衛 看 育
、 学 生 護 課

。 学 健学科 婦科」 科」に 」に改 を、め 「
る 地「
歯。 域
科 看
衛 護
生 学
士 科
科 」
」 に

。 年 生
北 学
海 院
道 等
規 看
則 護
第 職
百 員
二 課
十 程
三 修
号 学
） 資
の 金

院 使 員 基
等 用 看 づ
看 す 護 い
護 る 師 て
職 こ 養 作
員 と 成 成
課 を 修 さ

北 程 妨 学 れ
海 修 げ 資 て
道 学 な 金 い
知 資 い の る
事 金 。 償 用

貸 還 紙
堀 付 の が

よ
る
改
正
前
の
北
海
道
職
員
看
護
婦

科 士 学 程「
看 」 科 科 」
護 に 」 」 に
婦 、 を に 改
科 、 め「 「
」 歯 歯 る「
を 科 科 助 。

を 、
「 「
歯 助
科 産
衛 婦
生 科
学 」

一 貸
部 付
を 条
次 例
の 施
よ 行
う 規

条 免 あ
例 除 る
施 に 場

達 行 関 合
規 す に

也 則 る お
の 条 い

養
成
修
学
資
金
の



第 北
一 海 北（
条 北 道 平 海
海 北 規 成 道

北 道 海 則 十 立
海 立 道 第 四 網
道 網 立 二 年 走
立 走 網 十 三 高
網 高 走 五 月 等

北 海

第
こ 規 二助 （
の 別 則 条 北
規 附 記 第 海産

則 第 五 北 道
は 則 三 十 海 立婦

、 号 二 道 衛
平 様 号 立 生科

成 式 ） 衛 学」

道 公 報

教師

る 臨課科科

。 別 別 育」

記 記 床程」

を 第 第 課」

を 三 一 検看

号 号 に 程学護

様 様 改 」査科学

式 式 め科

号外第

育

床 助 及科看

別 検 産 附 び課

表 査 婦 則 看教護

そ 学 科 第 護程

の 科 、 五 学育 」学

一 」 看 項 科
に 中 に 護 中 」課科

改 改 婦 に保

号

衛
第 生 第
二 学 二 平
十 科 十 成
六 及 条 十
条 び 第 四
第 臨 二 年
一 床 項 三

走 等 高 号 二 看
高 看 等 十 護
等 護 看 九 学
看 学 護 日 院
護 院 学 学
学 学 院 則
院 則 学 等
学 の 則 の
則 一 等 一
部 の 部（

昭 改 一 を
和 正 部 改
四 ） を 正

十 そ の 生 院
四 を の 一 学 等
年 一 部 院 看助

四 中 を 等 護
月 次 看 職平産

一 の 護 員成

日 よ 職 課」学

か う 員 程
ら を に 課 修科

施 削 改 程 学」

行 り 正 修 資
す に 、 す 学 金
る 、 る 資 貸保

そ 及 る を技」、

の び 。 歯歯

に 一 別 師科

改 中 記 科衛

め 第 科保生

、 二 衛健学

同 号 教婦科

様 様 生科及

式 式 育及び

そ 中 学び臨

の 課科助床

二 科」産検

中 程婦査

「
め め 科 歯 改程教

、 る 及 科 め」 健

同 。 び 衛 、育

表 臨 生 同婦に
そ 床 士 条課 改
の 検 科 第科め
二 査 」 二程 、
中 技 を 項教」 同

師 中助表 「
に 科 歯育そ 「
改 」 科 保産のめ を 衛 健課三、 生 婦婦 「中

項 検 中 月
中 査 二「
学 看 十「

保 科 護 九
健 」 婦 日
婦 に 科
科 改 、
、 め 歯
助 る 科
産 。 衛 金
婦 生
科 士 曜
及 科

十 改 す
五 正 る
年 す 規
北 る 則
海 規 を
道 則 北 こ
規 海 こ
則 道 に
第 知 公
百 事 布
四 す
十 堀 る
二 。
号

。 。 金 付看婦 「
貸 条健護科

付 例」

条 施婦

を 例 行
施 規科看学

行 則」護科

規 の」

を 則 一
に 部地 （
改 昭 改域

め 和 正看る 三 ）

護。 十

を 教」科看学

学」護科

を 育科婦」

を 臨」科

に 課地、

、 に 床域歯

改 程看科科

め 」検護衛
る学生」
。 に査科士

を 改及科

め学び及学

、助び科

同科産臨

同 地 学 科程看表 域 科 」」科

そ 看 」 を

護の を 護 に教 「
四 学 改 地

婦

地

中 科 め 域育

、 、 看

科

域歯

助 附 護課

産 則 学看科

学 第 科程教

科 六 」護」衛

、 項 に育

を 看 中 改学生

護 め助課 「

び 又 日
看 は
護 臨
婦 床
科 検
」 査
を 技

師「
地 科
域 」
看 を
護 「
学 看
科 護

）
の 達
一
部 也
を

第 第
四 次 三 科（ （
条 北 別 第 の 条 北
海 記 一 よ 海 」

北 道 第 条 う 北 道
海 立 三 の に 海 立 を
道 紋 号 二 改 道 釧 学

七学

年科

北」
海

に 道
、

育

科科看
別 別 別 」 第課

記 記 表 に 二教護

第 第 そ 、 十程

三 一 の 一育 」学 「
号 号 一 看 条

表学床」

そ教科検

に の」査

改 五育技

め に 中
、

婦 中 婦「
第 科 第 地 第 科 第「
十 」 七 看 域 」 二六
九 を 条 護 看 を 条条
条 第 婦 護 第各「 「
第 看 二 科 学 助 二号

学 保 る科士

科 健 。産程

及 婦教科 」

び 科学

を 臨 、

第
２ 次 二 （

三 二 一 第 の 条 北
前 一 よ 海

看 助 地 項 条 う 北 道
護 産 域 の の に 海 立
学 学 看 専 二 改 道 旭

、 学
助 科
産 、
学 歯
科 科

次
別 第 の
記 一 よ
第 条 う
三 の に
号 二 改

立 別 様 第 正 立 路 科

紋 高 式 二 す 釧 高
別 等 中 項 る 路 等 」

高 看 中 。 高 看看

等 護 等 護 に護 「
看 学 看 看 学 改婦
護 院 護 護 院 め科
学 学 婦 学 学 、」
院 則 科 院 則 同
学 の を 」 学 の 様
則 一 を 則 一 式看

部 部 そ護（ 「 （
昭 改 看 昭 改 の学

様 様 に 中 護 第課科

式 式 改 婦 二保

そ 及 め 科 号程教

の び 、 」 及」 健

一 別 同 を び育

中 記 表 第婦に 「
第 そ 看 三課保 改
二 の 護 号科健 め
号 二 学 中程婦 、
様 中 科教」科 同 「
式 」 保助及 表中 に に 健育び そ改 改 婦産科助 の

三 護 項 」 科 産 項列
項 学 中 を 」 学 中記
中 科 に 科以「 「 「
」 保 看 改 」 各外「

看 に 健 護 め に 科の
護 改 婦 学 、 、 」部
婦 め 科 科 同 を分 「
科 る 及 」 条 看中 「
」 。 び に 第 護 各「を 助 改 二 婦 学科産 め 号 科 科」「
看 婦 る 中 」 」を護 科 。 を に「

科 科 護 門 第 正 立 川
学 課 二 す 旭 高
科 程 項 る 川 等
に を 。 高 看
は 次 等 護
、 の 看 学
次 よ 護 院
の う 学 学
学 に 院 則
科 改 学 の
を め 則 一
置 る 部（
く 。 昭 改

様 第 正
式 二 す
中 項 る
中 。

護
看

「
看婦

護科

婦」

科
を 」
を

護
看

「
看学

和 正 護 和 正 二科

四 ） 学 四 ） 中」

十 科 十 看

八 に 」 七 護

年 改 に 年 婦

北 め 改 北 科

海 る め 海 」

道 。 る 道
規 。 規 を
則 則 看

第 第 護

百 百 学

九 二 科

号 十 」

め め 科課」産 三る る 及婦婦 中を 。 。 び程科 看 助」科学」

産

護科

を を 婦教」

科

婦

地地

に 」育域

改 を

科

域看

め 課護 「
る 地看学

。 域程科 教

看護」及

護び 育

学 」 助 「 、学 「
科 を 産 看 「科」 婦 護 保「 」に 地 科 学 健に改 域 」 科 婦改め 看 を 」 科

める 護 に 」「
、。 学 助 改 を
同科 産 め 「
条及 学 る 地
第び 科 。 域
一助 」 看
号産 に 護
中学 改 学

。 和 正
四 ）
十
七
年
北
海
道
規
則
第
百
二
十

護科

学」

科
に 」
改 に
め 改
る め
。 る
。

一
二

） 四
の 号 に
一 ） 改
部 の め
を 一 る
次 部 。
の を

を 学学助

科助産 課

及科学

び産科 程

助教」 」

産学

に を 学
、

科 め 科「
保」 、 」
健に 同 に
婦、 条 、
科第「 「
」看 三 助

護 号 を 産

三
号
）
の
一
部
を



表「 「
滝

術 エ 川 販
平 科 ク 高 売
成 ス 等 シ
十 テ 技 ス
四 リ 術 テ
年 ア 専 ム
三 技 門 科

北 海

「 「

販
売
管 事
理 務
科 科

道 公 報

よ 北「
別 う 北 海
表 に 海 道 平
第 改 道 北 規 成
一 正 立 海 則 十
札 す 高 道 第 四
幌 る 等 立 二 年
高 。 技 高 十 三
等 術 等 六 月

号外第

第
北 こ う 五 （
海 の 別 第 に 条 北
道 規 附 記 二 改 海
立 則 第 条 正 北 道
高 は 則 三 中 す 海 立
等 、 号 る 道 江「
技 平 様 看 。 立 差
術 成 式 護 江 高

号

よ
別 第 う
記 一 に
第 条 改
三 の 正
号 二 す
様 第 る
式 二 。

月 学
二 院
十 一 の 二
九 年 項 年
日 中

「
科 エ 四
ク 十
ス 人

金 テ 」
リ を

曜 ア 「
技 三

一 一
年 年

科 エ ブ
ク ロ
ス ッ
テ クリ

建ア
築技

技 専 技 号 二
術 門 術 十
専 学 専 九
門 院 門 日
学 運 学
院 営 院
の 規 運
項 則 営
中 規（

昭 則
和 の
四 一
十 部

専 十 中 婦 差 等
門 四 科 高 看看

学 年 」 等 護護
院 四 を 看 学婦
運 月 護 院科 「
営 一 看 学 学」
規 日 護 院 則
則 か を 学 学 の
の ら 科 則 一看

一 施 」 部護 （
部 行 に 平 改学

を す 改 成 正科

改 る め 十 ）」

中 項
中

護
看

「
看婦

護科

婦」

科
を 」
を

護
看

「
看学

護科

学」

日 術 十
人
」

一 に
年 、

三 二
十 十
人 人

」 」

術 科

一 一
年 年

三 四 三 四
十 十 十 十
人 人 人 人

」 」 」

四 を
年 改
北 正
海 す
道 る
規 規 北
則 則 海
第 道
九 知
十 事
八
号 堀
）
の

正 。 る 年
す に 。 北
る 改 海
規 め 道
則 る 規
を 。 則
こ 第
こ 三
に 十
公 七
布 号
す ）
る の
。 一

科
に 」
改 に
め 改
る め
。 る
。

を に
改
め
、
同

仕

法上

別 律 第 二 第げ

記 第 十 能 八技

第 六 四 検 職 条能

一 十 条 定 業 の士

号 四 の の 能 二」

様 号 九 う 力 第

を に を
、

美 い 改 北
し 景 第 正 北 海
い 観 一 す 海 道
景 の 条 る 道 北 規
観 く の 。 屋 海 則
の に 二 外 道 第
く づ 第 広 屋 二

一
部 達
を
次 也
の

「
北 こ

平 海 の 金
成 道 規 附 属十 屋 則
四 外 は 則 加
年 広 、

部
を
次
の
よ

表 表「 「 「
苫 網

金 小 土 土 走
牧 木 木 高属 高 施 施 等

加 等 工 工 技
技 管 管 術

「

に 式 ） 第 ち 開 二
改 か 」 一 、 発 項
め ら を 項 広 促 第
る 別 削 中 告 進 二
。 記 り 美 法 号「
第 、 の 術 を（
四 一 仕 昭 次「
号 帆 」 上 和 の
様 布 を げ 四 よ
式 製 の 十 う「
ま 品 の 一 四 に
で 製 い 級 年 改
の 造 ず に 法 め

に く 一 告 外 十
づ り 号 物 広 七
く 条 中 条 告 号
り 例 例 物「
審 条 施 条（
議 平 例 行 例
会 成 第 規 施
」 十 十 則 行
に 三 五 規（
改 年 条 昭 則
め 北 に 和 の
る 海 規 二 一
。 道 定 十 部

工三 告 平
月 物 成 科
二 条 十
十 例 四
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